食品衛生法改正に伴う対応についてのアンケート　　　　　　　
　本アンケートは、令和３年６月の改正食品衛生法完全施行を見据え、障害福祉サービス事業所等を対象とした研修の実施について検討するため、実施するものです。食品を取り扱う事業所の皆様の御協力をお願い申し上げます。
回答日　　　　年　　　月　　　日
１　回答者について
	法人名
	施設名

	
	

	回答担当者氏名
	連絡先

	
	TEL
	
	FAX
	

	
	E-mail
	



２　貴施設について　※あてはまるものを選択してください。
	「HACCPに沿った衛生管理」義務化の対象事業所ですか。






	□はい　□いいえ※HACCPに沿った衛生管理の実施は、原則として全ての食品等事業者に求められます。
※なお、詳細については、各施設での確認をお願いいたします。
【参考】厚生労働省HP　
「食品衛生法の改正について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html


	➜☑はい  を選択した方
　 次の設問にお進みください。

	➜☑いいえ　を選択した方
アンケートは終了となります。　御協力ありがとうございました。



３　対応の有無について　※あてはまるものを選択してください。（　）内は必要事項を記入してください。
	改正食品衛生法への対応を既に実施していますか。
	□はい　□いいえ

	➜☑はい  を選択した方
[bookmark: _GoBack]対応内容を教えてください。（複数回答可）
	
□衛生管理計画を作成中
□衛生管理計画を作成済
□衛生管理計画に基づく記録を開始した
□川崎市保健所のHACCP講習会に参加した
□保健所へ直接相談した
（詳細：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



２枚目にお進みください




４　研修について　※あてはまるものを選択してください。（　）内は必要事項を記入してください。
	障害者施設等を対象とした改正食品衛生法研修があったら、参加しますか。

改正食品衛生法研修
①改正食品衛生法概要と衛生管理研修（全２日）
　実際の施設の調理場を皆で見学しながら、HACCP計画作成に必要な衛生管理のスキルと知識（身だしなみ、手洗
い、清掃、洗浄等）を習得します。営業許可の見直し、施設基準等についての座学も含まれます。
②HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画・記録作成演習（パン１日、菓子１日）
　HACCP計画の作成演習および記録の作成演習を、業種別（パン・菓子）に各１回実施します。
※①のみ参加は可能ですが、②のみ参加は不可となります。









	□①②両方に参加する　
□①のみ参加する　　　
□参加しない

	➜☑①②両方に参加する　または
☑①のみ参加する を選択した方
（１）この研修では、実際の施設の調理場を、講師と参加者とで見学する必要があります。次の条件のもと、貴施設が研修の代表施設となり、施設を研修会場とすることは可能ですか。
条件１　施設の調理場を講師と参加者が見学し、その場で調理場の衛生管理について講師から講評してもらうこと。
条件２　施設内に、概ね２０～３０人程度の座学研修が可能なスペース（会議室、食堂等）があること。
条件３　研修の代表施設として、研修開催に必要な事務等を行うこと。
（２）改正食品衛生法への対応について、どのようなことでお困りですか。（複数回答可）
	




□可能
□不可能
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※☑可能　を選択したとしても、貴施設が代表施設となることを確約するものではありません。

□具体的に何をしたらいいかわからない
□HACCPに沿った衛生管理について、詳細がわからない
□HACCPに沿った衛生管理計画や記録の作成方法がわからない
□営業許可制度の見直しについて、詳細がわからない
□営業届出制度の創設について、詳細がわからない
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


	➜☑参加しない を選択した方
アンケートは終了となります。御協力ありがとうございました。



以上でアンケートは終了です。御協力ありがとうございました。
改正食品衛生法研修につきましては、参加希望施設が概ね１０施設を下回る場合、または上回った場合でも、研修の代表施設を引き受ける施設がない場合は、実施を見送る可能性がありますので、申し添えます。

【提出締切】令和２年３月１９日（木）１７時　【提出先】E-mail : 40syosyu@city.kawasaki.jp  Fax : 044-200-3932
【問合せ】川崎市健康福祉局障害者雇用・就労推進課　畠山担当　Tel : 044-200-2457  E-mail : 40syosyu@city.kawasaki.jp
